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吹田市コミュニティバス運行事業補助金交付要領 
 

（趣旨） 

第１条 この要領は、本市との協定に基づき市内でコミュニティバスを運行する事業者

に対し、予算の範囲内において、コミュニティバス運行事業補助金（以下「補助金」

という。）を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において「コミュニティバス」とは、市内の公共交通不便地域の緩和、

高齢者等の移動手段の確保、主要施設へのアクセス手段の確保等を図るために本市が

定める路線を定期的に運行する小型バスで、道路運送法（昭和26年法律第183号）第

３条第１号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、道路運送法第４条に

規定する一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者で、本市とコミュニティバス

の運行に関する協定（以下「コミュニティバス運行協定」という。）を締結している

ものとする。 

（補助対象事業） 

第４条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、コミュニティバ

ス運行協定に基づいて行われるコミュニティバスの運行事業とする。 

（補助対象経費） 

第５条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業に

要する経費であって、次に掲げるものとする。 

(１) 人件費 

(２) 燃料油脂費 

(３) 車両購入費又は車両リース費 

(４) 車両管理費 

(５) 自動車諸税等 
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(６) 自動車損害賠償保険料 

(７) バス停留所の設置費及び維持管理費 

(８) その他市長が必要と認める経費 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の総額から一般運賃収入、回数券等の販売収入そ

の他の補助対象事業により生ずる収入を控除した額（その額に1,000円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てた額）の範囲内において市長が定める。 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、市長が指定する期日までに、コ

ミュニティバス運行事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

(１) 事業計画書 

(２) 収支予算書 

(３) 運行経費内訳書 

(４) その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第８条 市長は、前条の申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を

交付すべきものと認めるときは、コミュニティバス運行事業補助金交付決定通知書

（様式第２号）により、当該申請をした補助対象者に通知するものとする。 

（変更交付の申請等） 

第９条 前条の規定による通知を受けた補助対象者（以下「補助決定者」という。）は、

次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティバス運行事業補助金変更交付申

請書（様式第３号）に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。 

 一 補助事業を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。 

 （ア）補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助決定者の自由な創意によ 

り、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合。 
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 （イ）補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合。 

 二 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。 

 三 補助事業の実施体制を変更しようとするとき。 

２ 市長は、前項の申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付

決定の内容を変更すべきものと認めるときは、コミュニティバス運行事業補助金変更

交付決定通知書（様式第４号）により、当該申請をした補助決定者に通知するものと

する。 

（実績報告） 

第10条 補助決定者は、当該年度の補助対象事業完了後、速やかに、コミュニティバス

運行事業実績報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 

(１) 事業実績書 

(２) 収支決算書 

(３) 契約書等の写し 

(４) 工事完成検査完了証又はこれに類する書類の写し 

(５) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第11条 市長は、前条の報告書等の提出があったときは、その内容を審査するとともに、

必要に応じて現地調査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、コミュニティバス運

行事業補助金交付額確定通知書（様式第６号）により、当該報告をした補助決定者に

通知するものとする。 

（交付の請求） 

第12条 前条の規定による通知を受けた補助決定者は、市長が指定する期日までに、コ

ミュニティバス運行事業補助金交付請求書（様式第７号）を市長に提出しなければな

らない。 

（交付） 

第13条 市長は、前条の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認め
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るときは、補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第14条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき又は受けよう

としたとき。 

(２) 補助対象事業に着手せず、又は補助対象事業を休止し、若しくは廃止したとき。 

(３) 第16条又は第17条後段の規定に違反したとき。 

(４) コミュニティバス運行協定に違反したとき。 

(５) その他この要領に違反したとき。 

（補助金の返還） 

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該

取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返

還をさせるものとする。 

（帳簿の整備等） 

第16条 補助決定者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、

当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助対

象事業完了後10年間保管しなければならない。 

（報告の徴収等） 

第17条 市長は、必要があると認めるときは、補助決定者に対し、補助対象事業の実施

状況について報告を求め、又は職員に補助対象事業の実施状況について調査若しくは

質問をさせることができる。この場合において、補助決定者は、正当な理由がない限

り、これらを拒んではならない。 

（委任） 

第18条 この要領に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、土木部長が

定める。 

附 則 
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 （施行期日） 

第1条 この要領は、令和３年４月２６日から施行する。 

 （吹田市コミュニティバス運行事業補助金交付要綱の廃止） 

第2条 吹田市コミュニティバス運行事業補助金交付要綱（平成19年2月5日告示第35号）

は、廃止する。 

 （経過措置） 

第3条 この要領は、吹田市コミュニティバス運行事業補助金交付要綱が廃止された日

から施行し、適用する。なお、施行日前に申請のあった補助金の交付及び手続きにつ

いては、従前の例による。 

附 則 

第1条 この要領は、令和８年４月１日から施行する。 
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吹田市コミュニティバス運行事業補助金交付要領 様式集 

 

様式第１号   吹田市コミュニティバス運行事業補助金交付申請書 

様式第２号   吹田市コミュニティバス運行事業補助金交付決定通知書 

様式第３号   吹田市コミュニティバス運行事業補助金変更交付申請書 

様式第４号   吹田市コミュニティバス運行事業補助金変更交付決定通知書 

様式第５号   吹田市コミュニティバス運行事業実績報告書 

様式第６号   吹田市コミュニティバス運行事業交付額確定通知書 

様式第７号   吹田市コミュニティバス運行事業交付請求書 
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（様式第１号） 

 

 吹田市コミュニティバス運行事業補助金交付申請書 

 

年   月   日   

                           （     年）   

吹田市長 あて 

 

申請者 所 在 地 

名   称 

代表者氏名           

 

 

下記のとおりコミュニティバス運行事業補助金の交付を申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付申請額     金            円 

 

 

２ 添付書類 

 （１） 事業計画書 

 （２） 収支予算書 

 （３） 運行経費内訳書 

 （４） その他（          ） 
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（様式第２号） 

第     号   

年   月   日   

                         （     年）  

 

 

吹田市長         ㊞  

 

 

 吹田市コミュニティバス運行事業補助金交付決定通知書 

 

 

   年  月   日付けで交付申請のあったコミュニティバス運行事業補助金

について、下記のとおり交付決定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付決定額      金           円 

 

２ 交付の条件 
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（様式第３号） 

 

 吹田市コミュニティバス運行事業補助金変更交付申請書 

 

年   月   日   

                         （     年） 

 

 吹田市長 あて 

 

申請者 所 在 地 

名   称 

代表者氏名           

 

   年   月   日付け    第   号で交付決定のあったコミュニテ

ィバス運行事業補助金について、下記のとおり変更交付を申請します。 

 

記 

 

１ 変更交付申請額    金           円 

 

 

２ 既交付決定額     金           円 

 

 

３ 添付書類 

 （１） 変更理由書 

 （２） 変更関係書類 
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（様式第４号） 

第     号   

年   月   日   

                         （     年） 

 

 

吹田市長         ㊞  

 

 

 吹田市コミュニティバス運行事業補助金変更交付決定通知書 

 

 

   年  月   日付けで申請のあったコミュニティバス運行事業補助金につ

いて、下記のとおり変更交付決定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 変更交付決定額      金           円 

 

２ 交付の条件 
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（様式第５号） 

 

 吹田市コミュニティバス運行事業実績報告書 

 

年   月   日   

                         （     年） 

 

 吹田市長 あて 

 

報告者 所 在 地 

名   称 

代表者氏名             

 

   年   月   日付け    第   号で交付決定のあったコミュニテ

ィバス運行事業が完了したので、下記の書類を添えて報告します。 

 

記 

 

 

１ 添付書類 

（１） 事業実績書 

（２） 収支決算書 

（３） 契約書等の写し 

（４） 工事完成検査完了証又はこれに類する書類の写し 

（５） その他（             ） 
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（様式第６号） 

第     号   

年   月   日   

                         （     年） 

 

 

吹田市長         ㊞  

 

 

 吹田市コミュニティバス運行事業補助金交付額確定通知書 

 

 

   年   月   日付けで実績報告のあったコミュニティバス運行事業補助

金について、下記のとおり交付額が確定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付確定額      金           円 
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（様式第７号） 

 

 吹田市コミュニティバス運行事業補助金交付請求書 

 
年   月   日   

                         （     年） 

 

 吹田市長 あて 

 

請求者 所 在 地 

名   称 

代表者氏名             ㊞  

 

   年   月   日付け    第   号で交付額の確定のあったコミュ

ニティバス運行事業補助金について、下記のとおり交付の請求をします。 

 
 

記 

 

１ 請求額  金         円 

 

２ 振込先 

 

         銀行        支店 
預金の種別 

□ 普 通 

□ 当 座 

口 座 番 号 
 

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義 
 

 

 

 

 

 

 


